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税務訴訟資料 第２６５号－１１２（順号１２６９５） 

札幌地方裁判所 平成●●年（○○）第●●号 修正申告に伴う延滞税課税処分取消請求事件 

国側当事者・国（札幌西税務署長） 

平成２７年７月１５日棄却・控訴 

 

判     決 

原告        甲 

被告        国 

代表者法務大臣   上川 陽子 

処分行政庁     札幌西税務署長 

指定代理人     原 啓晋 

同         瀬川 潤 

同         梶 昌宏 

同         保坂 博司 

同         草地 裕志 

同         山崎 真嗣 

同         佐藤 誠一 

同         野口 一郎 

 

主     文 

１ 原告の請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

 

事実及び理由 

第１ 請求 

 札幌西税務署長が、平成２５年３月２７日付けで原告に対してした原告の平成２１年分、同２

２年分及び同２３年分の所得税に係る延滞税の各督促処分をいずれも取り消す。 

第２ 事案の概要 

 本件は、原告が、平成２１年分ないし同２３年分（以下「本件各年分」という。）の老齢基礎

年金及び老齢厚生年金（以下「本件各年金」という。）を一括で受給し、本件各年金を本件各年

分の雑所得とする所得税の修正申告を行って、当該修正申告により納付すべきこととなった所得

税を納付したところ、札幌西税務署長（以下「処分行政庁」という。）において、前記所得税に

係る延滞税（以下「本件各延滞税」という。）の納付も要するとして、平成２５年３月２７日付

け督促状を発付して本件各延滞税の納付を督促したところ（以下「本件各督促処分」という。）、

原告が、本件各延滞税の納付義務を争い、本件各督促処分の取消しを求めた事案である。 

１ 前提事実（争いのない事実及び弁論の全趣旨より認められる事実） 

（１）原告（昭和●年●月●日生）は、平成●年●月●日の満了により、満６５歳に達し、同年９

月分以降、本件各年金の給付を受ける権利を取得したが、当初は６６歳以降に受給を繰り下げ、

繰下げ加算による増額を受けることを予定して、本件各年金の給付を受けるための裁定請求を
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行わなかった。 

（２）原告は、前記予定を変更して、繰下げ受給を受けるのではなく、本来支給を受けられる増額

のない年金を遡って受給することとし、平成２４年８月１６日、「国民年金・厚生年金保険老

齢基礎厚生年金請求書（６５歳支給）」を提出して、厚生労働大臣に対し、本件各年金の給付

裁定の請求を行った。 

（３）厚生労働大臣は、同年８月２４日、原告の裁定請求に係る裁定を行い、当該裁定に基づいて、

原告に対し、同年１０月１５日、平成２１年分２１９万２５９２円、平成２２年分２１９万２

５９２円及び平成２３年分２１８万８６６４円（本件各年分の本件各年金）を支給した。 

（４）原告は、平成２５年１月２８日、処分行政庁に対し、本件各年金を本件各年分の雑所得とす

る本件各年分の所得税の修正申告を行った。 

（５）原告は、平成２５年１月３０日、前記（４）の修正申告により納付すべきこととなった平成

２１年分の所得税１３万５６００円、平成２２年分の所得税１３万５１００円及び平成２３年

分の所得税３万５８００円を納付した。 

（６）処分行政庁は、平成２５年３月２７日、原告が前記（５）の所得税額に係る平成２１年分の

延滞税５６００円、平成２２年分の延滞税５６００円及び平成２３年分の延滞税１１００円

（本件各延滞税）を納付していないとして、同日付けで、原告に対し、本件各延滞税に係る督

促状を発付した（本件各督促処分）。 

（７）原告は、平成２５年５月１４日、本件各督促処分に対する異議申立てをしたが、処分行政庁

は、同年６月２５日付けで、前記各異議申立てを棄却する旨の決定をし、原告は、同年７月４

日、国税不服審判所長に対して審査請求をしたが、同審判所長は、平成２６年３月２６日付け

で、前記各審査請求を棄却する旨の裁決をした。 

２ 関連法令の定め 

（１）所得税法 

ア ３５条２項 

 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。 

１号 その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額（略） 

イ ３６条１項 

 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき

金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額（中略）とする。 

（２）国税通則法（以下「通則法」という。） 

ア ２条８号 

 法定納期限 国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限（中略）をいう。（略） 

イ １５条３項 

 納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税は、次に

掲げる国税とする。 

（中略） 

６号 延滞税及び利子税 

ウ ３５条２項 

 次の各号に掲げる金額に相当する国税の納税者は、その国税を当該各号に掲げる日（中略）

までに国に納付しなければならない。 
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１号 期限後申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額又は修正申

告書に記載した第１９条第４項第３号（修正申告により納付すべき税額）に掲げる金

額（その修正申告書の提出により納付すべき税額が新たにあることとなった場合には、

当該納付すべき税額） その期限後申告書又は修正申告書を提出した日（略） 

エ ３７条１項 

 納税者がその国税を第３５条（中略）の納期限（中略）までに完納しない場合には、税務

署長は、（中略）その納税者に対し、督促状によりその納付を督促しなければならない。（略） 

オ ６０条 

（ア）１項 

 納税者は、次の各号の１に該当するときは、延滞税を納付しなければならない。 

（中略） 

２号 期限後申告書若しくは修正申告書を提出し（中略）た場合において、第３５条第

２項（期限後申告等による納付）の規定により納付すべき国税があるとき。 

（イ）２項 

 延滞税の額は、前項各号に規定する国税の法定納期限（中略）の翌日からその国税を完

納する日までの期間の日数に応じ、その未納の税額に年１４．６パーセントの割合を乗じ

て計算した額とする。（略） 

（ウ）３項 

 第１項の納税者は、延滞税をその額の計算の基礎となる国税にあわせて納付しなければ

ならない。 

カ ６１条１項 

 修正申告書（中略）の提出又は更正（中略）があった場合において、次の各号の１に該当

するときは、当該申告書の提出又は更正により納付すべき国税については、前条第２項に規

定する期間から当該各号に掲げる期間を控除して、同項の規定を適用する。 

１号 その申告又は更正に係る国税について期限内申告書が提出されている場合におい

て、その法定申告期限から１年を経過する日後に当該修正申告書が提出され、又は当

該更正に係る更正通知書が発せられたとき。 その法定申告期限から１年を経過する

日の翌日から当該修正申告書が提出され、又は当該更正に係る更正通知書が発せられ

た日までの期間（略） 

キ ６３条６項 

 国税局長、税務署長及び税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に

規定する国税に係る延滞税（中略）につき、当該各号に掲げる期間に対応する部分の金額を

限度として、免除することができる。 

１号 第５５条第３項（納付委託）（中略）の規定による有価証券の取立て及び国税の納

付の再委託を受けた金融機関が当該有価証券の取立てをすべき日後に当該国税の納

付をした場合（略） 

２号 納税貯蓄組合法（中略）第６条第１項（租税納付の委託）の規定による国税の納付

の委託を受けた同法第２条第２項（定義）に規定する指定金融機関（中略）がその委

託を受けた日後に当該国税の納付をした場合（略） 

３号 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、国税を納付することができ
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ない事由が生じた場合（略） 

４号 前３号のいずれかに該当する事実に類する事実が生じた場合で政令で定める場合

（略） 

（３）国税通則法施行令（以下「通則法施行令」という。） 

 ２６条の２ 

 法６３条第６項第４号（延滞税の免除ができる場合）に掲げる政令で定める場合は、次の各

号に掲げる場合とし、同号に掲げる政令で定める期間は、それぞれ当該各号に掲げる期間とす

る。 

（中略） 

 ２号 火薬類の爆発、交通事故その他の人為による異常な災害又は事故により、納付すべき

税額の全部若しくは一部につき申告をすることができず、又は国税を納付することがで

きない場合（その災害又は事故が生じたことにつき納税者の責めに帰すべき事由がある

場合を除く。） 

（略） 

（４）国民年金法（以下「国年法」という。） 

ア １６条 

 給付を受ける権利は、その権利を有する者（中略）の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定

する。 

イ １８条 

（ア）１項 

 年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利

が消滅した日の属する月で終るものとする。 

（イ）３項 

 年金給付は、毎年２月、４月、６月、８月、１０月及び１２月の６期に、それぞれの前

月までの分を支払う。（略） 

ウ ２６条 

 老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間（中略）を有する者が６５歳に達

したときに、その者に支給する。（略） 

エ ２８条 

（ア）１項 

 老齢基礎年金の受給権を有する者であって６６歳に達する前に当該老齢基礎年金を請

求していなかったものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をするこ

とができる。ただし、その者が６５歳に達したときに、他の年金たる給付（中略）の受給

権者であったとき、又は６５歳に達した日から６６歳に達した日までの間において他の年

金たる給付の受給権者となったときは、この限りでない。 

（イ）３項 

 第１項の申出をした者に対する老齢基礎年金の支給は、第１８条１項の規定にかかわら

ず、当該申出のあった日の属する月の翌月から始めるものとする。 

（ウ）４項 

 第１項の申出をした者に支給する老齢基礎年金の額は、第２７条の規定にかかわらず、
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同条に定める額に政令で定める額を加算した額とする。 

（５）厚生年金保険法（平成２４年８月２２日号外法律第６３号による改正前のもの、以下「厚年

法」という。） 

ア ３３条 

 保険給付を受ける権利は、その権利を有する者（中略）の請求に基づいて、厚生労働大臣

が裁定する。 

イ ３６条 

（ア）１項 

 年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で

終るものとする。 

（イ）３項 

 年金は、毎年２月、４月、６月、８月、１０月及び１２月の６期に、それぞれその前月

分までを支払う。（略） 

ウ ４２条 

 老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至ったと

きに、その者に支給する。 

１号 ６５歳以上であること。 

２号 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が２５年以上であること。 

エ ４４条の３ 

（ア）１項 

 老齢厚生年金の受給権を有する者であってその受給権を取得した日から起算して１年

を経過した日（中略）前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは、厚生労働大臣

に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が当該老齢

厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる

給付（中略）若しくは他の被用者年金各法による年金たる給付（中略）の受給権者であっ

たとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から１年を経過した日までの間にお

いて他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付若しくは他の被用者年金各法

による年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでない。 

（イ）３項 

 第１項の申出をした者に対する老齢厚生年金の支給は、第３６条第１項の規定にかかわ

らず、当該申出のあった月の翌月から始めるものとする。 

（ウ）４項 

 第１項の申出をした者に支給する老齢厚生年金の額は、第４３条第１項及び第４４条の

規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した

日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第４３条第１項の規定の例により

計算した額並びに第４６条第１項及び第５項の規定の例により計算したその支給を停止

するものとされた額を勘案して政令で定める額を加算した額とする。（他略） 

３ 争点 

（１）原告が受領した本件各年金の帰属時期 

（２）本件各延滞税の賦課は他の延滞税の免除事由との対比及び延滞税の趣旨に反することにより
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違法であるか。 

（３）本件各延滞税の賦課は財産権の侵害に当たり違憲であるか。 

４ 争点に対する当事者の主張 

（１）争点（１）（原告が受領した本件各年金の帰属時期）について 

（原告の主張） 

 国年法２８条及び厚年法４４条の３は、本件各年金の支給の繰下げの制度を定めていること

から、原告は、６５歳に達した時点では、６５歳以降毎年度年金を受給するか、それを繰り下

げて増額した年金を受給するかのいずれかを選択して年金を受給する権利を取得したにすぎ

ず、受給権が確定するのは給付裁定の請求をした時点であるため、原告が一括受給した本件各

年金は、給付裁定の請求をした時期に属する年分の「収入すべき金額」となる。 

（被告の主張） 

ア 所得税法３６条１項は、権利確定主義を採用しているところ、本件各年金については、受

給権者は、法令の要件を満たすことで年金の給付を受ける権利（基本権）を取得し、その後

支払期が到来することで支分権を取得し、裁定の請求さえすればいつでも年金の支給を受け

ることができる状態になる上、各支払期の到来の時点で客観的に給付の金額も定まっていて、

裁定を経ていなくても権利として不確定な要素はないので、国年法１８条３項及び厚年法３

６条３項が定める支払期月が到来した時点で、支給を受ける権利は確定したものといえるか

ら、その支払期月の属する年分の収入金額に算入されるべきである。 

イ 原告は、本件各年金においては支給の繰下げという制度がある（国年法２８条、厚年法４

４条の３）ため、給付裁定の請求をするまで支給を受ける権利は確定しないなどと主張する

が、同制度は、既に受給権を有していることを前提に、繰下げの申出により、基本的に申出

のあった月の翌月から支給すると共に、年金額に所定の加算をするというものであって、条

文上例外に位置付けられる。したがって、受給権者に６５歳以降年金を受給するか、繰り下

げて増額した年金を受給するかの選択権を与え、前者について、その選択権を行使するまで

受給権が発生していないとするものではない。 

（２）争点（２）（本件各延滞税の賦課は他の延滞税の免除事由との対比及び延滞税の趣旨に反す

ることにより違法であるか。）について 

（原告の主張） 

ア 通則法６３条６項４号及び通則法施行令２６条の２第２号は「人為による異常な災害又は

事故」による延滞税の免除を定めており、これには、①誤指導、②申告書提出後における法

令解釈の明確化等、③申告期限時における課税標準等の計算不能、④振替納付に係る納付書

の送付漏れ等、⑤その他類似事由が含まれると解されているところ、上記①ないし④の場合

は、いずれも法定納期限までに納税ができなかったことについて納税者の責めに帰すべき事

由がない場合である。 

 原告は、平成２４年に本件各年分の本件各年金を一括受給し、本件各年金を本件各年分の

雑所得とする各修正申告をしたことによって新たな所得税額が確定したのであるから、この

所得税を法定納期限までに納付できなかったことについて原告の責めに帰すべき事由はな

いので、本件各延滞税の賦課は、前記①ないし④の免除事由と比較し、極めて均衡を欠いた

不公平かつ不当な課税である。 

イ 本件各延滞税の賦課は、法定納期限内に申告しかつ納税した者との間の負担の公平を図り、
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間接的に期限内納税を促すという延滞税の目的に反する結果となり、不当である 

（被告の主張） 

ア 原告は、単に自己の選択で本件各年金を一括受給して修正申告をした結果として本件各延

滞税が発生したというだけのことであり、納税者の責めに帰すべからざる事由による納税の

障害があったものではないため、通則法６３条６項各号及び同４号を受けた通則法施行令２

６条の２第２号の規定により免除が認められる場合と同様に扱うべき事情はないから、本件

各延滞税の賦課が免除事例と比較して均衡を失するということはない。 

イ 原告は、本件各年金について、本件各年分のそれぞれの所得として各修正申告をし、本件

各年分の所得税について新たに納付すべき税額があったのであるから、通則法６０条１項２

号により法律上当然に本件各延滞税の納税義務が成立した。原告は、これを納付していなか

ったことから、処分行政庁は、通則法３７条１項に基づき本件各督促処分を行った。したが

って、本件各督促処分は、いずれも適法である。 

ウ 本件各督促処分が前提とする、本件各延滞税の算出については、別紙延滞税額計算表記載

のとおりである。 

（３）争点（３）（本件各延滞税の賦課は財産権の侵害に当たり違憲であるか。）について 

（原告の主張） 

ア 本件延滞税の賦課は、正当な事由を欠き、憲法２９条が保障する原告の財産権を不当に侵

害する行為である。 

イ 通則法６０条１項２号及び同法１５条３項６号により、原告が本件各年金を本件各年分の

所得とする修正申告書を提出したことで当然に本件各延滞税の納税義務が成立し、同法６０

条２項により、本件各延滞税額は法定納期限の翌日から計算されることになるのであれば、

これらの規定は、正当な事由なく延滞税を賦課することを認めるものであって、憲法２９条

が保障する財産権を不当に侵害するものである。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 争点（１）（原告が受領した本件各年金の帰属時期）について 

（１）所得税法は、一暦年を単位としてその期間ごとに課税所得額を計算し課税を行うこととして

いるのであるが、同法３６条１項が同期間中の収入金額の計算について「収入すべき金額」に

よるとしており、また、課税に当たって常に現金収入の時まで課税できないとしたのでは、納

税者の恣意を許し、課税の公平を期しがたいことからすれば、同法は、現実の収入がなくても、

その収入の原因となる権利が確定した場合には、その時点で所得の実現があったものとして前

記権利確定の時期に属する年分の課税所得を計算するという建前（いわゆる権利確定主義）を

採用しているものと解される。 

 そして、収入の原因となる権利が確定する時期はそれぞれの権利の特質を考慮して決定され

るべきである。 

（２）原告は、本件各年金について、給付請求を行って実際にこれを受給した時期に属する年分の

「収入すべき金額」として算定すべき旨主張し、その理由として、法が、年金給付を受ける権

利は、その権利を有する者の請求に基づいて厚生労働大臣が裁定する旨を定めている旨を指摘

する（国年法１６条、厚年法３３条）。 

 しかしながら、国年法及び厚年法が、前記裁決請求の制度を、本文上の「通則」の位置に置

き、繰下げ受給の存する本件各年金にも、繰下げ受給の存しない他の年金にも適用することを
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予定しており、両者を整合的に解釈すべきことからすると、厚生労働大臣が行う裁定について

は、これによって給付を受ける具体的権利が発生したり、支払期が裁定請求の時期以降に変更

されたりするものと考えることはできず、画一公平な処理により無用の紛争を防止し、給付の

法的確実性を担保するために、受給権の存在を公権的に確認するに過ぎない行為と解するのが

相当である。 

（３）本件各年金については支給の繰下げの制度（国年法２８条、厚年法４４条の３参照）があり、

同制度は、厚生労働大臣にその支給開始時期を遅らせることを申し出ることにより各年の年金

額を増額させることができる制度であるが、支給の繰下げの申出ができるのは、各年金の「受

給権を有する者」であって、「６６歳に達する前」あるいは「受給権を取得した日から起算し

て１年を経過した日前」に、各年金を「請求していなかったもの」と定められていることから

すると、同制度は、各年金の基本権を取得し、各支払期の到来をもって各支払期ごとの支分権

を既に取得していることを前提に、所定の要件を満たした者の申出により、例外的に、支払期

や支給額の変更を認めるものといえる。 

 この点と、前記（２）で検討した点を併せ考えると、本件各年金について、支給の繰下げの

制度の存在を理由に、法の定める受給要件を満たした時点で、裁定請求による年金受給をする

か、繰下げの申出による年金受給をするかを並列的に選択することができるものとして、その

選択権行使まで権利が確定しない旨の制度が定められていると解することはできない。 

（４）以上によれば、本件各年金については、国年法１８条３項及び厚年法３６条３項の定める支

払期月が到来した時にその支給を受ける権利が確定するものと解されるから、裁定により前年

分以前の本件各年金が一時に支払われることになった場合には、国年法１８条３項及び厚年法

３６条３項の定める支払期月に属する年分の収入金額に算入されるべきである。 

 よって、本件では、平成●年●月●日の満了により満６５歳に達し、法令の要件を満たして

本件各年金に係る基本権を取得した原告が、平成２４年８月１６日に本件各年金の給付裁定の

請求をして、本件各年分の本件各年金の支給を受けたことについて、本件各年金が本件各年分

の収入金額に算入されると認定した処分行政庁の判断は相当であり、この点に関する原告の主

張には理由がない。 

２ 争点（２）（本件各延滞税の賦課は他の延滞税の免除事由との対比及び延滞税の趣旨に反する

ことにより違法であるか。）について 

（１）原告は、本件各年金の各支払期が到来しても各年金の給付裁定の請求をしていなかったが、

結局、支給の繰下げの申出はせずに、未受給であった本件各年金を受給することとして裁定請

求し、これを受給した結果、所得税の修正申告をすると共に、各年金が本来の支払期月が属す

る年分の収入に属するものとして、本件各督促処分を受けたというものである。 

 通則法６３条６項４号を受けた通則法施行令２６条の２第２号は、「人為による異常な事故」

等により納付行為ができない場合の延滞税の免除を定めており、この免除は、納税者の責めに

帰すべからざる事故により納付行為ができない場合にはその間の延滞税を免除するとの趣旨

であることから、「人為による異常な事故」には、①誤指導、②申告書提出後における法令解

釈の明確化等、③申告期限時における課税標準等の計算不能及び④振替納付に係る納付書の送

付漏れ等が含まれると解されているところ、上記経緯により所得税の納付が遅れた本件におい

て、上記①ないし④の事由と同視し得る、納税者である原告の責めに帰すべからざる障害事由

があるとは認められない。 
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 したがって、本件各延滞税を賦課することが、他の延滞税の免除事由と比較して均衡を失す

るとはいえないから、この点に関する原告の主張は理由がない。 

（２）また、原告は、本件各延滞税を賦課することは、延滞税の目的に反し、不当である旨を主張

する。 

 しかしながら、支払期が到来した時点で年金を受給し、その都度、これに対応する所得税を

納付した者と対比すると、原告の主張するような扱いを許容した場合、納付すべき所得税の額

は確定しているのに、その納付を恣意的に先送りすることができることになり、これは不合理

といわざるを得ない。 

 また、本件各延滞税の算出にあたっては、通則法６１条１項１号が適用されるため、法定申

告期限から１年を経過する日の翌日から修正申告書が提出されるまでの期間が、延滞税額の計

算期間から控除されており、延滞税を賦課するとの原則を維持しつつ、修正申告を行って所得

税を納付した者に対する一定の配慮もなされているのであって、制度として不当、不合理とも

いえない。 

３ 争点（３）（本件各延滞税の賦課は財産権の侵害に当たり違憲であるか。）について 

 原告は、本件各延滞税の賦課が原告の財産権を侵害する旨、あるいは根拠となる通則法の規定

自体が財産権を侵害する旨の主張をするが、前記１及び２で検討したところによれば、本件各延

滞税の賦課は、何ら不当、不合理とはいえないし、原告の主張によっても、本件各延滞税の賦課

あるいは原告の指摘する通則法の規定が、いかなる意味において憲法２９条の保障する財産権を

侵害するのかも明らかではない。 

 この点に関する原告の主張は採用できない。 

４ 結語 

 以上検討したところによれば、本件各延滞税の算出については別紙延滞税額計算表記載のとお

りと認められ、これを前提とする本件各督促処分には、何らの違法も認められないことになる。 

第４ 結論 

 よって、原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし、訴訟費用の負担に

ついて行政事件訴訟法７条、民事訴訟法６１条を適用して、主文のとおり判決する。 

 

札幌地方裁判所民事第２部 

裁判長裁判官 谷 有恒 

   裁判官 宮崎 拓也 

   裁判官 八屋 敦子 
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別紙 

延滞税額計算表 

 

１ 平成２１年分 

（１）法定申告期限及び法定納期限 平成２２年３月１５日（所得税法１２０条、１２８条） 

（２）修正申告 

ア 申告年月日    平成２５年１月２８日 

イ 納付すべき税額  １３万５６００円 

ウ イを完納した日  平成２５年１月３０日 

（３）延滞税額の計算期間及び日数 

ア 計算の起算日   平成２２年３月１６日 

イ 計算の満了日   平成２５年１月３０日 

ウ 除算される期間  平成２３年３月１６日から平成２５年１月２８日まで（通則法６１条

１項１号） 

エ 期間における日数 １０５２日（アからイまでの期間）－６８５日（ウの期間）＝３６７

日 

（４）延滞税額の計算 

ア 計算方法（通則法６０条２項） 

 納付すべき税額１３万円（通則法１１８条３項）×年４．３パーセント（租税特別措置法

９４条１項）×３６７日÷３６５日＝５６２０円（租税特別措置法９６条） 

イ 延滞税額 

 ５６００円（通則法１１９条４項） 

２ 平成２２年分 

（１）法定申告期限及び法定納期限 平成２３年３月１５日（所得税法１２０条、１２８条） 

（２）修正申告 

ア 申告年月日    平成２５年１月２８日 

イ 納付すべき税額  １３万５１００円 

ウ イを完納した日  平成２５年１月３０日 

（３）延滞税額の計算期間及び日数 

ア 計算の起算日   平成２３年３月１６日 

イ 計算の満了日   平成２５年１月３０日 

ウ 除算される期間  平成２４年３月１６日から平成２５年１月２８日まで（通則法６１条

１項１号） 

エ 期間における日数 ６８７日（アからイまでの期間）－３１９日（ウの期間）＝３６８日 

（４）延滞税額の計算 

ア 計算方法（通則法６０条２項） 

 納付すべき税額１３万円（通則法１１８条３項）×年４．３パーセント（租税特別措置法

９４条１項）×３６８日÷３６５日（利率等の表示の年利建て移行に関する法律２５条）＝

５６３５円（租税特別措置法９６条） 

イ 延滞税額 
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 ５６００円（通則法１１９条４項） 

３ 平成２３年分 

（１）法定申告期限及び法定納期限 平成２４年３月１５日（所得税法１２０条、１２８条） 

（２）修正申告 

ア 申告年月日    平成２５年１月２８日 

イ 納付すべき税額  ３万５８００円 

ウ イを完納した日  平成２５年１月３０日 

（３）延滞税額の計算期間及び日数 

ア 計算の起算日   平成２４年３月１６日 

イ 計算の満了日   平成２５年１月３０日 

ウ 期間における日数 ３２１日（アからイまでの期間） 

（４）延滞税額の計算 

ア 計算方法（通則法６０条２項） 

 納付すべき税額３万円（通則法１１８条３項）×年４．３パーセント（租税特別措置法９

４条１項）×３２１日÷３６５日＝１１３４円（租税特別措置法９６条） 

イ 延滞税額 

 １１００円（通則法１１９条４項） 


